
【別記】 
                                              

１ 競争入札に付する事項 

 

（１）対象工事名 

第２霞目雨水幹線工事１ 

 

（２）入札方式等 

   特例政令適用一般競争入札（総合評価方式 簡易型Ⅱ型） 

 

（３）予定価格（税抜） 

   ４，４１２，９４８，０００円 

 

（４）調査基準価格（税抜） 

   契約締結後に公表 

 

（５）特別重点調査適用基準額（税抜） 

   契約締結後に公表 

 

（６）工事施工場所 

   仙台市若林区荒井字十呂盤東～今泉字上新田地内 

 

（７）工    期 

契約締結の翌日から平成２９年３月３１日まで 

 

（８）工 事 概 要 

 

内径 3,000mm シールド工 L=3903 ｍ 

立坑工         N=2 箇所 

地盤改良工   一式 

仮設工     一式 

付帯工     一式 

 

（９）支 払 条 件 

    ・平成２５年度  前金払，中間前金払及び部分払あり 

     ・平成２６年度  前金払，中間前金払及び部分払あり 

・平成２７年度  前金払，中間前金払及び部分払あり 

・平成２８年度  前金払，中間前金払及び部分払あり 

（平成２５年度における前払金、中間前金払、部分払及び出来高部分払には、消費税の税率の 

改正による消費税の増加分を含まないものとする。） 

      

（10）その他 

①本工事は，低入札価格調査要綱の適用を受ける。 

・調査基準価格は，予定価格における各項目について，次の方法で算出する。 

 純工事費×９０％＋現場管理費相当額×７０％＋一般管理費等×５０％ 

・特別重点調査適用基準額は，予定価格の工事費構成費目について，次の方法で算出する。 

  純工事費×８５％，現場管理費相当額×６５％，一般管理費等×４５％ 

・調査基準価格を下回る価格の入札があった場合は，当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがないか低入札価格調査を行なった上で落札候補者を決定する。 



・入札金額が調査基準価格を下回り，かつ入札金額のうち，工事費構成費目のいずれかが特別

重点調査適用基準額を下回った場合は，当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが

ないか特別重点調査を行なった上で落札候補者を決定する。 

・調査に必要な書類は，開札日の翌日から５日以内に提出すること。 

・調査基準価格を下回る入札価格での契約の場合には，契約保証金の増額（１０分の１以上⇒ 

１０分の３以上），前払い金の引き下げ（１０分の５以内⇒１０分の２以内）等の特約を付し

ての契約となる。 

 

  ②本工事は，契約後ＶＥ方式の実施工事であり，契約締結後の工事材料，施工方法等に関する標準的

な内容として設計図書に示された標準案と異なるＶＥ提案を受け付けるものである。 

   契約締結後，請負人は，設計図書に定める工事目的物の機能，性能等を低下させることなく請負

金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について，仙台市長に提案す

ることができる。提案が採用された場合は，設計図書を変更し，必要に応じ請負代金を減額する

ものとする。詳細は特記仕様書による。 

 

  ③本工事は，建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 

であるため，請負契約書に ① 解体工事に要する費用 ，② 再資源化等に要する費用，③ 分別 

解体等の方法 ④ 再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入が必要となる。 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる各要件を満たす者３社により自主結成された共同企業体であること。 

ただし，各構成員の出資比率は６０％から２０％とし，代表者の出資比率は各構成員中最大とする。

なお，対象工事について一の者が構成員として参加できる共同企業体の数は一とする。 

 

Ⅰ 共同企業体の代表者 

 

 （１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１７条に規定する特定建設業者であること。 

 

  （２）建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査結果の土木一式工事の総合評定値が 

１３００点以上であること。 

 

  （３）次の工事について，元請負としての施工実績があること。（平成１０年以後に完成したもの

に限る。） 

 

・国又は地方公共団体等が発注したシールド工法による下水道管布設工事 

（共同企業体の場合は，出資比率が４０％以上のものに限る。） 

 

  （４）次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。 

   

・上記の施工実績を満たす工事の施工管理経験があること。     

（完成年度は問わないが，施工管理経験を証明できる場合に限る。）   

（共同企業体の場合は，出資比率が４０％以上のものに限る。）   

   

・1 級土木施工管理技士の資格を有し（外国建設業者にあっては，これと同等以上の能力を

有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。），土木工事業に対応した監理技術者資格

者証の交付を受け，監理技術者講習を修了している者であること。   

   

・当該入札者と３ヶ月以上直接雇用関係にある者。 

  



 

・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は，本工事の配置技術者が当該他の

工事の配置技術者と兼務できる場合を除き，契約日の前日までに当該他の工事が完了でき

る者であること。 

 

注）施工管理経験とは，以下のいずれかをいう。      

        ・監理技術者または主任技術者としての施工経験があること。    

        ・監理技術者または主任技術者としての資格を有し，現場代理人としての施工経験が

あること。 

 

Ⅱ 共同企業体の代表者以外の構成員１ 

 

 （１）建設業法第１７条に規定する特定建設業者であること。 

 

  （２）建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査結果の土木一式工事の総合評定値が 

１０００点以上であること。 

 

（３）次の工事について，元請負としての施工実績があること。（平成１０年以後に完成したもの

に限る。） 

 

・国又は地方公共団体等が発注した下水道管布設工事 

（共同企業体の場合は，代表員以外の構成員としての施工実績も可とする。） 

 

（４）次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。 

 

・上記の施工実績を満たす工事の施工経験があること。     

（完成年度は問わないが，施工経験を証明できる場合に限る。） 

（共同企業体の場合は，代表員以外の構成員としての施工実績も可とする。） 

 

・1 級土木施工管理技士の資格を有する者。（外国建設業者にあっては，これと同等以上の

能力を有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。）    

  

・当該入札者と３ヶ月以上直接雇用関係にある者。 

       

・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は，本工事の配置技術者が当該他の

工事の配置技術者と兼務できる場合を除き，契約日の前日までに当該他の工事が完了でき

る者であること。 

 

Ⅲ 共同企業体の代表者以外の構成員２ 

 

 （１）建設業法第１７条に規定する特定建設業者であること。 

 

  （２）建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査結果の土木一式工事の総合評定値が 

８５０点以上であること。 

 

（３）次の工事について，元請負としての施工実績があること。（平成１０年以後に完成したもの

に限る。） 

 

・国又は地方公共団体等が発注した下水道管布設工事 



（共同企業体の場合は，代表員以外の構成員としての施工実績も可とする。） 

（４）次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。 

 

・1 級土木施工管理技士の資格を有する者。（外国建設業者にあっては，これと同等以上の

能力を有する者と国土交通大臣が認定した者を含む。）    

  

・当該入札者と３ヶ月以上直接雇用関係にある者。 

       

・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は，本工事の配置技術者が当該他の

工事の配置技術者と兼務できる場合を除き，契約日の前日までに当該他の工事が完了でき

る者であること。 

 

３ 入札参加申請に必要な書類（様式）等の配布期間，配布方法等及び提出期間等 

 

（１）配布期間 

平成２５年１１月２９日（金）から 

 

 （２）配布方法 

    仙台市財政局契約課ホームページ（http://www.city.sendai.jp/business/ 

keiyaku/1211420_2561.html）において配布する。 

 

 （３）提出期限 

    入札参加申請書の提出期限は，以下のとおり。 

平成２５年１２月１９日（木）  

 

 （４）提出先 

    郵便番号９８０－８６７１（専用郵便番号） 

    仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

    仙台市財政局契約課（市役所本庁舎１階） 

 

 （５）提出方法 

    郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）による。 

 

４ 設計図書等（図面，仕様書及び現場説明書をいう。以下同じ）の閲覧及び質疑応答等 

 

（１）設計図書等の閲覧期間 

    平成２５年１１月２９日（金）から平成２６年１月１７日（金）まで 

    （土・日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで 

 

（２）設計図書等の閲覧場所 

    仙台市青葉区二日町１番１号 

    仙台市役所北庁舎Ｃ棟２階 第２会議室 

 

（３）設計図書等の複写場所 

    仙台市青葉区北根４－２－２０ 

    （株）セント オンデマンドセンター北根 

    電 話  ０２２－３０１－５２３５ 



ＦＡＸ  ０２２－３０１－５３１５（事前連絡必要） 

 （４）設計図書等に対する質問及び回答 

  ①質疑応答書の提出締切日 

    平成２６年１月７日（火）（質問がある場合のみ提出すること。） 

 

   ②提出先 

    郵便番号９８０－８６７１（専用郵便番号） 

    仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

    仙台市財政局契約課（市役所本庁舎１階） 

 

   ③質疑応答書の提出方法 

郵送（配達証明付き書留郵便）による。（電子媒体でも提出すること。） 

 

   ④質問に対する回答の閲覧期間 

平成２６年１月１５日（水）まで 

 

   ⑤質問に対する回答方法 

市役所本庁舎１階契約課入札待合室及び仙台市ホームページ 

（http://www.city.sendai.jp/business/ keiyaku/1211420_2561.html）において 

閲覧に供する。 

ただし，市役所本庁舎１階契約課入札待合室における閲覧については，土・日曜日 

及び祝日を除いた日の午前９時００分から午後４時３０分まで。 

 

５ 入札参加資格の審査結果発送日 

 

  平成２５年１２月２５日（水）までに簡易書留郵便で郵送する。 

 

６ 入札書等の提出先及び提出期限 

 

 （１）提出期限 

平成２６年１月２０日（月）  

 

 （２）提出先 

    郵便番号９８０－８６７１（専用郵便番号） 

    仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

    仙台市財政局契約課（市役所本庁舎１階） 

  

（３）提出方法 

郵便（配達証明付き書留郵便に限る。）による。 

 

７ 開札の日時及び場所 

 

 （１）開札の日時 

    平成２６年１月２１日（火） 午前１０時３０分 

 

（２）開札の場所 

    仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

    仙台市役所本庁舎１階 財政局契約課 入札室 



 

８ 資格審査書類及び総合評価に関する技術資料等の提出期限及び場所等 

 

 （１）提出期限 

    落札候補者決定通知書を受け取った日から２日以内に提出すること。 

 

 （２）提出先 

    郵便番号９８０－８６７１（専用郵便番号） 

    仙台市青葉区国分町三丁目７番１号 

    仙台市財政局契約課（市役所本庁舎１階） 

 

 （３）提出方法 

・持参または郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）による。 

・郵送の場合は，封筒表面に「○○工事に係る資格審査書類及び総合評価に関する技術資料等

在中」と記すこと。 

 

９ 総合評価 

（１）評価項目 

評価項目及び加算点の配点は次のとおりとする。 

評価視点 評価項目 
加算点配点 

a 

企業の評価 

（簡易な 

施工計画） 

施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見① 

施工上特に配慮が必要とされる条件や課題に関する技術的所見② 
20 

    小計   

企業の技術力 
ア 過去 10 ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績 

10 

イ 品質管理システムの認証取得状況 

配置予定技術

者の評価 

ウ 過去 10 ヶ年度及び現年度における同種工事の施工実績 

エ 関連資格の保有状況 

企業の社会性 オ 環境管理システムの認証取得等の状況 

       小計   

       加算点合計   30 

 

（２）評価基準 

評価基準及び得点の配点，技術提案等の提出書類及び記載要領等については，別紙「総合評価

に関する説明書」のとおり。 

 

（３）提出書類 

入札書等の提出時に提出 

・様式-共 1-Ⅱw「評価値申告書」  

・様式-Ⅱ   「簡易な施工計画書（施工手順に関する技術的所見）」①② 

（様式-Ⅱ「簡易な施工計画書」①②に加え細目に指示するもののみ，補足的説明 

に必要な添付資料を提出すること。） 


